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南海トラフ地震の平時における対策

○今後10年で達成すべき減災目標（平成26年時点）を達成するための施策を設定
・想定される死者数 ：約33万２千人 から 概ね８割以上減少
・想定される建築物の全壊棟数 ：約250万棟 から 概ね５割以上減少

○災害発生時の対応に係る事前の備えとして「災害廃棄物対策」が盛り込まれている

※内閣府防災「南海トラフ防災対策推進基本計画の概要」より引用
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首都直下地震の平時における対策

※内閣府防災「首都直下地震緊急対策推進基本計画の概要」より引用

○今後10年で達成すべき減災目標（平成26年時点）を達成するための施策を設定
・想定される最大の死者数 ：約２万３千人から概ね半減
・想定される最大の建築物全壊・消失棟数 ：約61万棟から概ね半減
○円滑かつ迅速な災害応急対策、災害復旧・復興への備えとして「災害廃棄物対策」が盛り込まれている
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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の平時における対策

※内閣府防災「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画の変更の概要」より引用

○今後10年で達成すべき減災目標（令和４年度時点）を達成するための施策を設定
・想定される死者数をそれぞれ概ね８割以上減少
日本海溝沿いの巨大地震 最大約19万９千人
千島海溝沿いの巨大地震 最大約10万人

○災害発生時の対応に係る事前の備えとして、「災害廃棄物対策」が盛り込まれている
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環境省における巨大地震の検討状況①

○ 環境省（災害廃棄物対策推進検討会等）における検討状況は下表のとおり。

検討項目 南海トラフ地震 首都直下地震
日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震（検討中）

災害廃棄物

（発生量）

・災害廃棄物発生量：21,990万ｔ※1

・津波堆積物：2,457万ｔ※2

※火災による焼失被害は含まない

※1令和３年度災害廃棄物対策推進検討会資

料

※2「巨大災害発生時における災害廃棄物対策

のグランドデザインについて 中間取りまとめ

(H26.3)」 

・災害廃棄物発生量：約11,000万ｔ

・津波堆積物：発生しない

「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグラ

ンドデザインについて 中間取りまとめ(H26.3)」 

日本海溝モデル

・災害廃棄物発生量：4,118万ｔ

・津波堆積物：3,288万ｔ

千島海溝モデル

・災害廃棄物発生量：1,599万ｔ

・津波堆積物：2,367万ｔ

令和６年度災害廃棄物対策推進検討会資料

災害廃棄物

（組成）

・災害廃棄物

柱角材：23,881千ｔ

可燃物：19,486千ｔ

不燃物：63,566千ｔ

コンクリートがら：98,621千ｔ

金属くず：3,417千ｔ

その他：3,024千ｔ

・片付けごみ

可燃物：6,326千ｔ

廃家電等：1,581千ｔ

令和３年度災害廃棄物対策推進検討会資料

・災害廃棄物

柱角材：約151万ｔ

可燃物：約510万ｔ

不燃物：約3,570万ｔ

コンクリートがら：約6,433万ｔ

金属くず：約401万ｔ

「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグラ

ンドデザインについて 中間取りまとめ(H26.3)」 

・災害廃棄物、片付けごみ及び公物等

柱角材：201万ｔ(日本)、79万ｔ(千島)

可燃物：688万ｔ(日本)、261万ｔ(千島)

不燃物：1,244万ｔ(日本)、485万ｔ(千島)

ｺﾝｸﾘｰﾄがら：1,704万ｔ(日本)、666万ｔ(千

島)

金属くず：101万ｔ(日本)、39万ｔ(千島)

その他：181万ｔ(日本)、68万ｔ(千島)

令和６年度災害廃棄物対策推進検討会資料
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○ 環境省（災害廃棄物対策推進検討会等）における検討状況は下表のとおり。

検討項目 南海トラフ地震 首都直下地震
日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震（検討中）

処理期間

(検討条件)
３年、５年 ３年 ３年

仮設焼却炉の

検討

四国ブロックに処理能力合計5.0千ｔ/日を設置

想定

令和２年度災害廃棄物対策推進検討会資料

―

北海道ブロックに27炉（150ｔ/日・炉）設置

想定

令和６年度災害廃棄物対策推進検討会資料

処理可能量

・焼却施設（全国合計）

一般廃棄物：17,541千t/年

産業廃棄物：2,483千t/年

・最終処分場（全国合計）

一般廃棄物：68,334千ｔ

産業廃棄物（安定型）：1,390千t/年

産業廃棄物（管理型）：2,724千t/年

・セメント工場（全国合計、処理期間3年の場

合）

可燃物：448千t

不燃物：2,640千t

令和４年度災害廃棄物対策推進検討会資料

・焼却（溶融）処理施設（全国合計）

発災１年目（高位シナリオ）

一般廃棄物：481.8万t/年

産業廃棄物：820.6万t/年

発災２年目以降（高位シナリオ）

一般廃棄物：522.0万t/年

産業廃棄物：902.3万t/年

・最終処分場（全国合計）

一般廃棄物：114.8万t/年

産業廃棄物：565.1万t/年

「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグラ

ンドデザインについて 参考資料(H26.3)」 

・焼却施設（北海道、東北、関東）

一般廃棄物：8,869千t/年

産業廃棄物：1,162千t/年

・最終処分場（北海道、東北、関東）

一般廃棄物：35,264千t

産業廃棄物（安定型）：497千t/年

産業廃棄物（管理型）：884千t/年

・セメント工場（北海道、東北、関東）

可燃物：145千t

不燃物：857千t

令和６年度災害廃棄物対策推進検討会資料

広域処理が必

要な災害廃棄

物量

・中部ブロック（輸送先：関東、近畿）

不燃物：6,195千ｔ

・四国ブロック（輸送先：関東、近畿、中国、九

州）

可燃物：2,192千ｔ

不燃物：18,525千ｔ

※処理期間3年の場合

令和４年度災害廃棄物対策推進検討会資料

・東京都（輸送先：関東、沖縄以外の全国）

可燃物：約180万ｔ

木くず：約150万ｔ

※東京都内のみ検討

平成27年度大規模災害発生時における災害廃

棄物対策検討会

日本海溝モデル

・北海道ブロック（輸送先：関東）

不燃物：471万ｔ

千島海溝モデル

・北海道ブロック（輸送先：関東）

不燃物：13万ｔ

令和５年度災害廃棄物対策推進検討会資料

環境省における巨大地震の検討状況②
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○ 環境省（災害廃棄物対策推進検討会等）における検討状況は下表のとおり。

検討項
目

南海トラフ地震 首都直下地震
日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震（検討中）

広域処理

に必要な

リソース

・中部ブロック（輸送先：関東、近畿）

鉄道：１日１往復（12ftコンテナ110基編成）

車両：1,143台（10tダンプトラック）

・四国ブロック（輸送先：関東、近畿、中国、九州）

鉄道：１日１往復（12ftコンテナ110基編成）

船舶：ガット船20隻、押船・土運船５隻

車両：3,079台（10tダンプトラック）

※処理期間3年の場合

令和４年度災害廃棄物対策推進検討会資料

・東京都（輸送先：関東、沖縄以外の全国）

鉄道：16列車/日（12ftコンテナ100基編成）

船舶：66隻(499型貨物船)

車両：約23,000台（10tダンプトラック）

※東京都内のみ検討

発災後1～2.5年のリソースを想定

平成27年度大規模災害発生時における災害廃

棄物対策検討会

日本海溝モデル

・北海道ブロック（輸送先：関東）

船舶：ガット船20隻、押船・土運船４隻

千島海溝モデル

・北海道ブロック（輸送先：関東）

船舶：ガット船１隻

令和５年度災害廃棄物対策推進検討会資

料

その他

・柱角材、ｺﾝｸﾘｰﾄがらの再利用方法の検討

・空き家対策による災害廃棄物の抑制検討

等

・仮置場必要面積と仮置場候補地の検討

等

・柱角材、ｺﾝｸﾘｰﾄがらの再利用方法の検討

・空き家対策による災害廃棄物の抑制検討

等

環境省における巨大地震の検討状況③
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廃棄物処理法に基づく基本方針・
大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針
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廃棄物処理法に基づく基本方針（平成28年１月追加）

【抜粋】五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策を実施するため
に必要な事項

２ 災害廃棄物対策に係る各主体の役割

（１）市町村の役割
市町村は、生活環境の保全と公衆衛生上の支障の防止の観点から、災害廃棄物を含

む域内の一般廃棄物についての処理責任を有しており、平時から、災害対応拠点の視
点からの施設整備や関係機関・関係団体との連携体制の構築、災害廃棄物処理に係る
訓練等を通じて、非常災害時にも対応できる強靱な廃棄物処理体制の整備を図る。そ
の際、国が策定する廃棄物処理施設整備計画、災害廃棄物対策指針及び大規模災害発
生時における災害廃棄物対策行動指針等を十分踏まえながら、都道府県が策定する災
害廃棄物処理計画、災害対策基本法に基づく地域防災計画その他の防災関連指針・計
画等と整合を図りつつ、各地域の実情に応じて、非常災害に備えた災害廃棄物対策に
関する施策を一般廃棄物処理計画に規定するとともに、非常災害発生時に備えた災害
廃棄物処理計画を策定し、適宜見直しを行うものとする。
非常災害時には災害廃棄物処理計画に基づき被害の状況等を速やかに把握し災害廃

棄物処理実行計画を策定するとともに、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物処
理施設や各市町村が平時に搬入している最終処分場を災害廃棄物処理に最大限活用し、
極力域内において災害廃棄物処理を行うものとする。大規模災害時においては、災害
対策基本法に基づく国の処理指針や都道府県の実行計画等も踏まえ、広域的連携体制
のもとで域内の災害廃棄物の処理を行う。また、被災市町村に対して資機材や人材の
応援、広域的な処理の受入れ等の支援を積極的に実施するものとする。 ⇒次ページへ続く
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廃棄物処理法に基づく基本方針（平成28年１月追加）

（２）都道府県の役割
都道府県は、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な援助及び域内の被害の

状況等により災害廃棄物処理に関する事務の一部を実施することも考えられるため、
平時から、通常起こりうる災害から大規模な災害までを想定した事前の備えについて、
災害廃棄物の適正処理、そのために必要な体制及び処理施設の整備、さらには都道府
県域を越えた広域的な対応のための円滑な連携といった観点から、関係機関・関係団
体との連携を進めるものとする。その際、国が定める廃棄物処理施設整備計画、災害
廃棄物対策指針及び大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針を十分踏まえ
ながら、災害対策基本法に基づいて策定される地域防災計画その他の防災関連指針・
計画等と整合を図りつつ、各地域の実情に応じて、災害廃棄物処理計画の策定又は見
直し、区域内の市町村の災害廃棄物処理計画の策定への支援を行うものとする。
非常災害時には、域内の被害状況を踏まえ、関係機関・関係団体との連絡調整を積

極的に図りながら災害廃棄物の処理のための実行計画を必要に応じて速やかに策定す
るとともに、市町村等の関係機関・関係団体と連携して域内の処理全体の進捗管理に
努めるものとする。大規模災害時には国の処理指針も踏まえ、速やかに実行計画を策
定するとともに、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向け、全体の進捗管理と
必要に応じた市町村からの事務委託に基づく災害廃棄物処理を含め、被災市町村に対
する支援を行うものとする。

⇒次ページへ続く
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廃棄物処理法に基づく基本方針（平成28年１月追加）

（３）国の役割
国は、大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理や、その処理に向けた事前の備え

において、司令塔機能を果たすものとする。事前の備えとしては、全国及び地域ブ
ロック単位において、国、地方公共団体、事業者及び専門家等の関係者の連携体制の
整備を図るものとする。特に、地域ブロック単位での連携・協力体制を強化するため、
大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針を策定するとともに、環境省地方
環境事務所が中心となり、地域ブロック単位での大規模災害への備えとしての大規模
災害発生時における災害廃棄物対策行動計画の策定等を進めるものとする。さらに、
複数の地域ブロックにまたがる広域的連携体制を構築するなど、地域ブロック間の連
携も促進する。非常災害発生時には、地方環境事務所が地域の要となり、災害廃棄物
対策について被災自治体等の支援等を行うものとする。また、大規模災害※発生時に
は、災害対策基本法に基づき速やかに処理指針を策定し、全体の進捗管理を行うとと
もに、必要に応じて廃棄物処理特例地域を指定し、廃棄物処理特例基準を定めるもの
とする。さらに、地方公共団体の連携・協力のみでは円滑かつ迅速に災害廃棄物処理
を行うことが困難な場合であり災害対策基本法に規定する要件に該当する場合には、
国による代行処理を実施するものとする。

※著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害による生活環境の悪化を防止することが特に必要と認め
られるもの（東日本大震災やそれを超える規模の大規模災害）

⇒次ページへ続く
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廃棄物処理法に基づく基本方針（平成28年１月追加）

（３）国の役割
イ 事業者及び技術専門家の役割
災害廃棄物処理に関連する事業者及び技術専門家は、平時から、災害廃棄物処理に

係る技術の集約、検証及び継承に努め、地方公共団体等における計画策定等や国民へ
の情報発信等に重要な役割を果たすとともに、非常災害発生時においては、それぞれ
の役割に応じた対応を行い、適正かつ円滑・迅速な災害廃棄物処理を促進するよう努
めるものとする。大量の災害廃棄物を排出する可能性がある事業者や、非常災害時に
危険物、有害物質等を含む廃棄物を排出する可能性のある事業者は、その所有する施
設等から発生する災害廃棄物を、主体的に処理するよう努めるものとする。

ロ 大学・研究機関等専門家の役割
廃棄物処理分野に携わる大学・研究機関や民間コンサルタント等の専門家は、災害

廃棄物処理に係る最新の科学的・技術的知見や過去の経験が効果的かつ継続的に集積
され、それらが十分活用されるよう、国及び地方公共団体に対して必要な協力を行う
ものとする。また、発災後に重要となる廃棄物量の推計に係る方法論や、被災した市
町村への支援の在り方等の検討の精緻化・深化に関して、平時から継続的に重要な役
割を果たすよう努めるものとする。
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大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（平成27年11月策定）

【抜粋】第２編 関係者の役割・責務について

第１章基本的な考え方

① 災害廃棄物の処理は市町村が行う固有事務として位置付けられている。した
がって、被災市町村は、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物の中間処理施
設や最終処分場を可能な限り災害廃棄物処理に活用するなど、極力自らの地域内
において処理を行うとの主体性が求められる。

② 他方、東日本大震災時の宮城県や岩手県の処理の例を踏まえれば、大量の災害廃
棄物が発生する大規模災害時には、被災地域のみで円滑かつ迅速に処理を行うこ
とは極めて困難であり、市県境を越えた広域的な協力・連携の下での処理が必須
となる。そのため、被災市町村又は被災都道府県からの要請に応じて、被災しな
かった又は被災の程度が軽かった地方自治体には、資機材や人材の提供、広域的
な処理の受入れ等に積極的に協力することが求められる。

③ このため、大規模災害時には、被災した事業者の主体的な処理も促しつつ、まず
は、被災市町村における処理、次いで非被災市町村及び事務委託を受けた都道府
県が主体となって行う処理など当該都道府県内での処理、さらには地域ブロック
での広域処理、そして複数の地域ブロックにまたがる広域的な処理を、それぞれ
被災の状況及びその地域の処理能力に応じて適切に組み合わせた上で、円滑かつ
迅速な処理を補完する観点からの国による代行処理の実施という重層的な対応と
することが基本となる。

⇒次ページへ続く
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④ また、災害廃棄物処理に係る対策の実務は、民間廃棄物処理事業者の保有する既
存の廃棄物処理施設の活用を始め、民間事業者の果たす役割が大きく、処理の円
滑かつ迅速な実施には、様々な分野の民間事業者の能力が最大限に発揮されるこ
とが極めて重要となる。

⑤ これら重層的な対応を行うためには、政府、地域ブロック、都道府県及び市町村
という各層内及び各層間において、主体となるべき行政機関が他の関係行政機
関や事業者、専門家等と平時から連携・協力関係を構築し、発災後にはその関係
を活用して関係者が一丸となって、被災しなかった地域も含めた“オールジャパ
ン”での対応によって処理に当たることが重要である。

⑥ そのためには、国のリーダーシップのもと、平時からの広域での連携・協力体制
を構築することが重要である。国が中心となって、平時から地域ブロック単位で
の行政のみならず民間事業者を含む関係者の連携・協力体制、さらには地域ブ
ロック間での連携体制を構築し、各ブロックにおける実効性の高い災害廃棄物
対策のための行動計画の策定を推進することによって、地域ブロック内の関係
者が協力して発災後の広域的な処理に備えることが必要である。なお、広域的な
連携協力の範囲や内容は、実際に発生した大規模災害の態様、影響等を十分に
踏まえ、発災後に改めて柔軟に見直し、対応されることが必要である。

⇒次ページへ続く
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⑦ また、大規模災害時において、平時とは全く異なる仕組みによって災害廃棄物処
理を行うことを想定した場合、発災後においても、被災地域では住民生活による
生活ごみ、し尿が排出され続けるため、災害時の緊急的な仕組みと平時の仕組み
が併存することによる混乱が懸念される。何より、数十年、数百年に一度の大規
模災害の際にのみ適用される災害廃棄物処理の仕組みを整備するだけでは、実際
の大規模災害時にその仕組みが十分に機能しないおそれが極めて高い。さらに、
通常規模の災害時から大規模災害時まで災害の規模に応じて対応すべき主体や体
制は異なるものの、必要な対応は切れ目のないように行われるべきとの観点から
も、実効性が高い平時の仕組みを基礎としつつ、通常規模の災害時における災害
廃棄物処理に係る知見・教訓を踏まえた対応としていくことが重要である。


	既定のセクション
	スライド 1: 巨大地震に関する検討状況等
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5: 環境省における巨大地震の検討状況①
	スライド 6: 環境省における巨大地震の検討状況②
	スライド 7: 環境省における巨大地震の検討状況③
	スライド 8: 廃棄物処理法に基づく基本方針・ 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15


